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横浜国大における安全保障輸出管理の取組状況紹介 

 

本稿の記述は著者個人の見解であり、著者の所属
する組織と関係するものではありません。   
また、その意見を反映するものでもありません。 
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１．横浜国立大学概要紹介 （２０１７年５月現在） 
 

▼ 教職員数 ：１０３６名 (外国人；２８名） 

   内訳；  教 員  ６０５ 

        附属教諭 １２６   

        職 員  ３０５    

 

▼ ５学部      ５大学院           

  教育学部     教育学研究科 

  経済学部     国際社会学府 

  経営学部     工学府 

  理工学部     環境情報学府 

  都市科学部    都市イノベーション学府 

   

常盤台キャンパスから横浜港方面の空撮 
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横浜国立大学概要紹介 （２０１７年５月現在） 
 

▼                学生数       (留学生）                     

  学部学生    ：７４５８     （２０１ ； ３％） 

  研究・科目履修生： １５９     （１１８ ；７４％） 

  大学院生    ：２２９８     （４９２ ；２１％） 

       計     ：９９１５名     （８１１名； ８％）  

 

▼ 外国人受入数 （１０４の国･地域）     

   学 生  １３７５名       研究者等  ３０３名 

   （８１１＋５６４（短期留学等））          

    中 国  ７４９（５４％）      中 国   ７６（２５％） 

     韓 国  １４６         マレーシア ３０ 

    ベトナム  ６３         アメリカ  ２７ 

    台 湾   ３６         タ イ   １６ 

     :                ： 

 

    

 

 

  

    



 

２．横浜国立大学の主要な輸出管理取組履歴 

   年月  主な取組 

2010.4 「輸出者等遵守基準」施行に伴い 
 安全保障輸出管理体制、運用規程等取り組み着手 

2010.10 輸出管理組織体制確立、学内規程施行など運用開始 

2011.2 各部局の職員向け輸出管理説明会開催 

2011.12 安全保障輸出管理の手引き作成及び配布 

2012.7 国費（大使館推薦）留学生受入審査制度開始 

2013.4 各種輸出管理事前確認シート完成 

2014.10 安全保障輸出管理専任担当者交代 

2015.2 各教授会で輸出管理説明会実施（計８回） 

2015.11 輸出貨物一元化(door to door)輸送体制確立 

2016.4 私費留学生受入輸出管理事前審査制度運用開始 

2016.8 輸出管理ガイダンス作成・学内配布  
第１回学内輸出管理監査実施（理工系教員への実態検査） 

2016.9 かながわ地区大学の輸出管理担当者勉強会発足（３回開催/年）  
(Kanagawa Export Academia Network: KEA Net.) 

2017.4 中国軍事４証取得大学を審査対象に追加 5 



 

① 輸出等を行う貨物等がリスト規制品に該当するか否
かを確認する責任者を定めること。 

② 輸出等の業務に従事する者に対し、最新の法令の周
知、その他関係法令の規定を遵守させるための必要な
指導を行うこと。 

Ⅰ 輸出等を行うに当たって遵守する基準 

Ⅰ 輸出者等の遵守基準 

Ⅱ リスト規制品輸出等の遵守基準 

※ 経済産業大臣は、基準に従い指導や助言、違反があった際
には勧告・命令を行うことができる（命令に違反した場合のみ
罰則の対象）。 

 業として輸出・技術提供を行う者（輸出者等）は、輸出者等遵守基準に従って、適切な 
輸出・技術提供を行うこと。（外為法第５５条の１０第４項） 

 安全保障上機微な特定重要貨物（リスト規制品）等を扱う輸出者等にあっては、Ⅰ及び
Ⅱの基準を遵守する。なお、特定重要貨物（リスト規制品）等は扱わない輸出者等にあっ
ては、Ⅰの基準のみを遵守する。 

 
Ⅱ リスト規制品の輸出等を行うに当たって遵守する基準 
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              輸出者等遵守基準    ２０１０年４月１日施行 
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① 組織の代表者を輸出管理の責任者とすること。  

② 組織内の輸出管理体制（業務分担・責任関係）を定めること。  

③ 該非確認に係る手続を定めること。  

④ リスト規制品の輸出等に当たり用途確認、需要者確認を行う
手続を定め、手続に従って確認を行うこと。  

⑤ 出荷時に、該非を確認した貨物等と一致しているか確認を行
うこと。  

⑥ 輸出管理の監査手続を定め、実施するよう努めること。  

⑦ 輸出管理の責任者及び従事者に研修を行うよう努めること。 

⑧ 輸出等関連文書を適切な期間保存するよう努めること。 

⑨ 法令違反したとき及び法令違反したおそれがあるときは、速や
かに経済産業大臣に報告し、 その再発防止のために必要な措
置を講ずること。 
※ 許可例外の輸出等のみを行う者は、⑨のみの適用。. 

Ⅱ リスト規制品の輸出等を行うに当たって遵守する基準 

Ⅰ 輸出者等の遵守基準 

Ⅱ リスト規制品輸出等の遵守基準 

※ 経済産業大臣は、基準に従い指導や助言、違反があった際
には勧告・命令を行うことができる（命令に違反した場合のみ
罰則の対象）。 

 

              輸出者等遵守基準    ２０１０年４月１日施行 



      
 研究推進部で確認 

輸出管理統括責任者 
（研究・評価担当理事・副学長） 

研究推進機構・研究支援室 
（研究支援室長・輸出管理マネージャー） 

 
学務・国際部 

で確認 

最高責任者 （学長） 

国費 
留学生の 
受入れ 
審査 

・・・２次チェック 

・・・３次チェック 

各案件の事務担当者が確認 ・・・１次チェック 

・規制に該当、また 該非不明や 
 相手先の懸念の高い場合、 
・研究契約・国費受入最終確認 
 
 

教員等からの 
輸出管理案件 
自己申告 

教 員・研究員・学生など 

海外との 
研究契約、 
ＪＳＰＳ等 

海外出張 
貨物携帯 

海外への 
貨物輸送、 
技術提供  

私費 
留学生 
受入 
審査 

横浜国立大学の輸出管理体制（２０１０年１０月開始） 

許可申請等の場合 

 
 
 
 
 
 

各部局で確認 
 
 
 
 
 

違反報告 
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横浜国立大学の輸出管理体制 
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  研究支援室集中型の運用メリット 

   

  ◆ 中規模の大学 及び 単一キャンパスのため運用通達が容易 

                                    （周知活動等） 

  ◆ 判定から現地配達までの安心・安全・安定のサポート 

                               早期対応               

                        円滑な通関                           

                    手続き・書類の負担払拭または軽減                                        

   

  ◆ 研究室訪問による正確な必須情報の入手 

   

  ◆ 通関業者交渉（輸送費、集荷日程、現地通関等のサービス交渉） 

   

  ◆ 将来の濃淡管理の布石 

   

  ◆ 事務職人事異動の影響が少ない 
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輸出管理業務判定件数 （研究支援室取扱件数） 
 

 項目          年度 ２０１５ ２０１６ 

輸出貨物（出張携帯含む） ２８ ３３ 

提供技術 ５ ９ 

国費留学生受入 ２２ ４ 

私費留学生受入 ３７ ３２ 

研究員受入 １２ ３３ 

研究室訪問、事前相談 ５ １２ 

計 １０９ １２３ 



学長の輸出管理遵守通知（上意下達） 
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学長の輸出管理遵守通知（上意下達） 
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輸出貨物の現状 （２０１５年１１月開始） 

①YNUと提携している海外の大学に通関業者を介して 
 計測機器等を送りたい 

②共同研究している試薬サンプル（小型軽量）を 
 EMSで海外の教授に送りたい 

③海外での学会発表・展示会などに成果物・資料を 
 持って行きたい 

・事前確認シートを輸管に送信    大多数が 

 メール等で輸管に連絡        適切な手続き 

 部局事務が経由して問合せ 

 

一部に不適切な手続きの存在・・・・？ 

 ・過去の慣習に従い直接通関業者に   

  直接集荷依頼又は郵便局に持参？ 

  

 ・事前確認シートが事後送信 

 

 ・「学会資料は公知」と周知されているため 

   同様に携帯品も無手続きで海外出張？ 

 

 問題発生後、輸出管理に連絡 
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輸出手順 ： 通関業者利用 

１．通関業者利用の場合（非該当品の手順） 

軽量単品の場合 → 業者またはEMS 
重量・大型・複数の場合 → 業者、 
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輸出手順 ： EMS利用 

２．EMS利用の場合 （軽量単品に限る） 
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輸出手順 ： 海外出張携帯品 

３．海外出張時ハンドキャリーの場合 



輸出携帯品申告書作成･税関提示を推奨 

記入例サンプル 
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該非判定等による慎重な判断 
 
 
 
 

志願 

合否通知 

私
費
留
学 
生 

 入試・ 
教授会等 
の審査 

はい 
キャッチオール規制の確認 
 
「外国ユーザーリスト」出身者？ 
 
「武器、大量破壊兵器分野」の研究？ 
 

   
 部局：願書受付 
 
   １次チェック 
 懸念対象国か？ 該当技術に接触する可能性？ 

その他懸念等が見込めるか？ 

 
研究推進機構・研究支援室 
私費留学生の受入事前確認 

合否の 
確定 

２次チェック 

輸出管理統括責任者、 
研究支援室長の受入判断 
      及び 
中間管理 ・ 出口管理 
懸念事項・注意事項等の確認 
 
 
 
 

安全保障上の 
受入可否判断 
および助言 

 
 
 
 
 
 
 
懸念対象国 
 外国ユーザーリスト掲載国及び地域：                 （２０１５年４月現在） 
   アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、インド、シリア、パキスタン、 
   北朝鮮、中国、台湾、香港、 
 
 国連武器禁輸国： 
   アフガニスタン、イラク、エリトリア、コートジボアール、コンゴ民主共和国、スーダン、 
   ソマリア、中央アフリカ、リビア、リベリア、レバノン、北朝鮮、 
  
 日本国の輸出規制国： 
   イラン、イラク、北朝鮮 
 
 
 
 

はい 
３次チェック 

いいえ いいえ 

志願書送付 
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理工系大学院の私費留学生受入審査フロー（提案） 



 
 
 
 
 
 
 
 

該非判定等による慎重な判断 
 
 
 
 

志願 

合否通知 

私
費
留
学 
生 

 入試・ 
教授会等 
の審査 

はい 
キャッチオール規制の確認 
 
「外国ユーザーリスト」出身者？ 
 
「武器、大量破壊兵器分野」の研究？ 
 

   
 部局：願書受付 
 
   １次チェック 
 懸念対象国か？ 該当技術に接触する可能性？ 

その他懸念等が見込めるか？ 

 
研究推進機構・研究支援室 
私費留学生の受入事前確認 

合否の 
確定 

２次チェック 

輸出管理統括責任者、 
研究支援室長の受入判断 
      及び 
中間管理 ・ 出口管理 
懸念事項・注意事項等の確認 
 
 
 
 

安全保障上の 
受入可否判断 
および助言 

はい 
３次チェック 

いいえ いいえ 

志願書送付 
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・輸出管理が介入する理由が不明。 

・輸出管理が審査する日程に余裕がない。 

・募集要項に輸出管理の条項がない。 

・一般入試以外の対処の仕方不明。 

・成績優秀者を不合格にできない。 

・教授推薦者の扱い。 など 

部局事務関係者及び教員の反対理由 

願書受理後の 
輸出管理介入は不可 

理工系大学院の私費留学生受入審査フロー（提案） 
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 必須事項 
 
願書提出前に 
本学の受入指導 
教員等に事前相談
すること。 
（学生募集要項） 

理工系大学院の私費留学生受入審査フロー（提案） 
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２０１６年４月開始 
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学生募集要項に輸出管理運用趣旨記載 



追加規制開始（２０１７年４月） ・ 中国軍事四証取得大学  
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本学が 
共同研究
する場合
は、軍事
研究を警
戒する。 

  名称 概要 
 １ 装備承制単位資格認証 人民解放軍と防衛装備品の売買契約を直接締結する 

企業・大学等に義務付けられている資格 
 ２ 武器装備科研生産許可証 防衛装備品の科学研究・生産活動に従事する組織に 

取得が義務付けられている資格 
 ３ 武器装備科研生産単位保密資格認

証 
機密性の高い武器・装備の研究開発・生産に参入する 
際に取得しなければならない資格 

 ４ 武器装備質量管理体系認証 防衛装備品の研究開発・製造等を行う能力（品質管理 
システム）があることを証明する資格 

CISTEC主催「安全保障輸出管理責任者講演会」資料 



安全保障輸出管理運用の規制対象国・地域 （懸念国） ２０１７年６月現在 

国・地域   規制対象 外国ユーザーリスト 国連武器禁輸国 国内輸出令（別表第４） 
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KEA Net 勉強会開催概要 

NO. 開催日時  
会場大学 

出席大学数 議 題 

第 
 １ 
回 

２０１６年９月１７日 
    １４：００－１６：３０ 
横浜国立大学 
（共同研究推進センター） 

          
８大学１１人 

・KEA Netの目的、今後の運用について 
・各大学の現状報告 
・横浜国大の運用取組紹介 
・横浜国大のガイダンス説明 
・周知活動の問題点、有効な策 など 
 

第 
 ２ 
回 

２０１７年１月２７日 
    １４：００－１６：３０ 
横浜市立大学 
（金沢八景キャンパス） 

 
７大学１１人 

・輸出管理最新情報、政省令改正の確認、  
・EFA2017開催案内 
・近畿ネット活動概要 
・各大学のトピック報告 
・横浜国大の私費留学生受入運用フロー 
・留学生受入演習問題 

第 
 ３ 
回 

２０１７年６月２３日 
    １４：００－１６：４５
慶応義塾大学 
（矢上キャンパス） 

 
８大学１８人 

・慶応義塾大学の現状報告 
・輸出管理最新情報 
・名古屋議定書締結の対策 
・原産地証明書について 
・中国軍事４証取得大学取扱 
・EFA2017アンケート結果参照 
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KEA Net 今後の活動計画 
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１．運用書式の標準共有化  
 
  ・事前確認書 
  ・該非判定書 
  ・税関用輸出申告書 
  ・インボイス（送り状） 
 
 
２．入力システムの導入検討 
 
  ・名古屋大学様の運用システム見学 
  ・既存販売システムの体験 
  ・専任採用 vs  システム導入 
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３．安全保障輸出管理ガイダンス作成 (２０１６年８月配布) 
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安全保障輸出管理ガイダンス 

  発行 ： ２０１６年 ８月 

  配布 ： 全教員、 留学生、外国人研究員、 留学生を扱う関連職員 

  特長 ： 必須情報を抜粋した初心者向け安全保障輸出管理ガイダンス 

        日英併記 

        強調箇所を赤字表示 

        イラストにコメント記載 

        不明な場合は輸出管理Mgr.に連絡 – 安易な自己判断の禁止 

        文教ニュース掲載 （２０１６年８月） 

        入手を希望する大学に配布・送付（４０校以上の大学に提供済） 

   

  配布後、教員から事前確認依頼増加、特に出張時の持参貨物問合せ多数 

 

 

 

 

※ 安全保障輸出管理ガイダンス主要部分の紹介 
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安全保障輸出管理ガイダンス主要解説 
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安全保障輸出管理ガイダンス主要解説 
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安全保障輸出管理ガイダンス主要解説 
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安全保障輸出管理ガイダンス主要解説 
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安全保障輸出管理ガイダンス主要解説 
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安全保障輸出管理ガイダンス主要解説 



４．輸出管理トラブル事例  

発生箇所 概容 原因 対応策 

 
学 内 
    

・リチウムイオン電池を電源 
 とする身体計測器具の中東 
 への輸出 
  
・貨物集荷から通関手続きが 
 １ヶ月以上遅延 
  
  
 
 
・当初の輸送見積価格が 
 連絡の度に増額 

・教員の我流判断 
 ①前回は輸出できた 
 ②最新の法改正未確認 
  
・委託した通関業者の 
 運用判断の遅れ 
 ①危険物申告書 
 ②原産地証明書 
 ③最新の該非判定書 
 
・追加書類は集荷後要求 
 大学に出荷部門が無い為 
 トラブル時の対応遅延 

・事前３者協議必須 
・最新の輸出令 及び 
 関連規制確認 
  
・提供サービス等の 
 事前交渉 
 
 
 
 
・手数料項目の調整交渉 

 
学 内 
 
    

・留学生入口管理 
 事前確認シート記載項目に 
 懸念事項が発覚 
・指導教員は受入を希望 
・輸出管理統括責任者に報告 
  

・外国ユーザーリスト掲載 
・専攻科目がリスト規制 
 該当、役務許可取得必要 
 リスク大 
・国内の工業大学中退、 
 その理由不明 

・関係者によるリスク協議 
 懸念度認識 
・指導教員へ中間・出口 
 管理の十分な説明必要  
・許可取得困難の理解 
・輸出管理統括責任者の 
 最終判断に従う 
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発生箇所 概要 原因 対応策 

 
税 関 （現地）  

・貨物受領者確認書提示依頼 
 中国の大学に（共同研究） 
 チタン合金（粉末）を輸出 
 したが受領者確認が必要、 
 約１ヶ月通関許可されな 
 かった 
 
・入管当局は受領者の確認 
 書類を要求 
  
  
  

・相互大学が押印をした 
 「貨物授受確認書」が 
 未提出 
 
・通関業者の事前助言なし 
 
・中国入管当局の明解な 
 説明なし 
 
  
 

・受領者確認書の準備 
 
・共同研究期間内に断続的 
 輸出の可能性があるため 
 期限を明記した確認書の 
 準備 
 
・明確な制度説明要求 
 
  
 

 
税 関（現地） 

・レーザーポインタ没収 
・UAEに学会出張した教授が 
 入管の手荷物検査で銃器 
 附属品（照準器）と判断 
 され没収 
 
・発表会で使用する光点指示 
 器具の説明をしたが、理解 
 されず返却されなかった 
 
 

・プレゼン関連品は輸出 
 管理無関係 
 
・中東諸国の通関検査の 
 厳しい実態の未確認 
・安易な自己判断   
・日本出国時に無申告 
 

・輸出管理ガイダンス記載 
 内容の理解 
 
・紛争国、懸念国の出入国 
 厳重な通関審査覚悟 
 
・非規制品でも出国時は 
 税関用輸出申告書の提出 
  
 

37 

輸出管理トラブル事例 



発生箇所 概容 原因 対応策 
 
 
 E M S ・税関 

・韓国の共同研究先に 
 マグネシウム合金の塊 
 （４種、計9.5kg)を 
 輸送手続きしたが韓国 
 税関で２週間滞留した 
・横浜郵便局持込後 
 翌日韓国国際局着 

・韓国税関が申告価格に 
 疑問判明 
・総額５万以下の価格に 
 不信感を持たれた 
・領収書提出の要求 
・トラブル発生に対して 
 郵便局は反応が遅い 
・政情不安、反日感情の 
 可能性も否定できない 

・領収書の代わりに 
 見積書提出、判定書 
 インボイスも提出 
・体積比及び経年劣化を 
 参考に算出し韓国側の  
 受取人に詳細連絡し 
 韓国税関に説明 
 
   

 
 
 通関業者 

・現地法人支社から 
 想定外の手数料追加請求 
・海外の経費(通関配達)も 
 全て国内処理で完了後 
 （１ヶ月後）現地通関 
 手数料が請求された 
・国内本社に抗議し支払 
 拒否を貫き受理された 
  

・年数回の輸出件数の 
 大学は優先顧客でない 
 
・顧客満足を満たす 
 交渉を避けている 
 （訪問して説明不足の 
  謝罪がない） 

・支払は国内経費と海外 
 経費を国内処理で事前 
 合意済 
・見積書の手数料項目の 
 詳細を事前確認済 
・営業担当者との事前 
 確認重要 
・取り扱い手数料は交渉 
 次第で変更可能 
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５．今後の課題 

１．輸出管理を含む貿易管理サポート体制の強化 

    ・輸出手順の標準化、HP掲載、先進大学の訪問、外部機関の利用 

    ・統括責任者（副学長・理事）の指示（部局長への運用通達、説明会同行、調査票連名など） 

    ・通関業者との交流（Door to Door のサービス提供確認） 

       サービス提供が得意分野により異なるので要比較検討 

       特に冷凍・冷蔵貨物は事前確認および双方の合意が重要 

    ・留学生の中間･出口管理運用策作成、誓約書の検討 

    ・輸出管理入力システムの導入検討 

    

２．各部局事務の協力必須 

    ・説明会、新規運用、調査依頼など部局事務の理解必要。 

    ・負担を与えない、感じさせない。 

    ・留学生の情報提供。 

 

３．全件密着サポートの提供 

   ・本学では現在の安全保障輸出管理業務において「濃淡管理」は存在しない。 

    輸出件数の実績・経験も少ない、周知活動（重要性・必要性）も不十分。 

    発展途上の本学は違反・トラブルなど事前防止のために全件密着サポート提供が必要。 
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まとめ 

    愛される貿易管理を目指して 

  安全・安心・安定の提供、Zero Defectの継続 

 ご清聴ありがとうございました 
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